
資料３

道（ 管 ） 維 管 等国道（国管理）の維持管理等の
現状と課題について現状と課題について

１．維持管理基準について

２．道路構造物の修繕及び更新について

３ 入札契約における取り組みに いて３．入札契約における取り組みについて



１．維持管理基準について１．維持管理基準について
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道路ネットワークの構成

高速道路会社 国道（国管理）
都道府県・政令市

管理国道
都道府県・市町村道

全道路延長約1,210,600km

高速自動車国道とは
約 9,400km
（約0.8%）

約22,362km
（約1.8%）

管理国道
約31,900km
（約2.6%）

約1,146,900km
（約94.8%） 自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な

自動車交通網の枢要部分を構成する道路。

一般国道とは

◎ 高速自動車国道と一体となって全国的な
自動車交通網を構成する自動車専用道路

◎ 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都
道府県庁所在地その他政治上、経済上又
は文化上特に重要な都市を連絡する道路

◎ 特定重要港湾や重要な飛行場と高速自動

10% 15% 10% 65%交通量の分担
（走行台キロベース）

飛
車国道などを連絡する道路

・ 重要都市又は人口十万人以上の市と高速
自動車国道などを連絡する道路

・ 二以上の市を連絡して高速自動車国道な

29% 29% 12% 30%
大型貨物車

交通量の分担
（走行台キロベース）

二以上の市を連絡して高速自動車国道な
どに達する道路

・ 国土の総合的な開発又は利用上特別の
建設又は整備を必要とする都市と高速自
動車国道などを連絡する道路

※道路延長について、直轄国道は平成24年4月1日現在、その他は平成22年4月1日現在とする。
※交通分担等は「H17年度道路交通センサス」及び「自動車輸送統計年報平成17年度分」による。

動車国道などを連絡する道路

※ ◎が概ね国管理の国道 2



維持管理費の推移と現状
◆国道（国管理）における道路事業費と維持管理費の推移

・過去１０年では、道路事業費は、H15年度をピークに年々減少
・維持管理費は年々減少しており、道路事業費に占める割合は約15%（H23年度）

改築費等

20 000

25,000

改築費等
（更新費を含む）

維持管理費

①

②
全体（①+②）
21,284億円

全体（①+②）
20,295億円

①改築費等

10,000

15,000

20,000

②維持管理費

全体（①+②）
13,820億円

①改築費等
（更新費を含む）
11,662億円17,512

億円

17,688
億円

0

5,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

②維持管理費
2,158億円

3,596億円 2,783億円

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

◆平成23年度の維持管理費の項目別内訳

舗装補修
設備保守 点検

道路監視・
占用許可等

※）H22年度以降は、予算費目の計上方法が変更している
ため、H21年度までの計上方法と異なる

橋梁・トンネル補修、耐震補強
828億

除雪
187億 275億

防災・防雪対策

193億

小規模復旧

171億
巡回・清掃
除草・剪定
189億

設備保守・点検
電気料金

209億

占用許可等
舗装維持

2,158億円

道路異常・災害対応
交通事故処理 等

当初
予算 106億

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

189億

当初予算（億円）維持費：966億円修繕費：1,192億円

算
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道路の維持管理

維 持 ： 道路の異常等を日常的に確認し 交通に支障を及ぼさないよう対応維 持 ： 道路の異常等を日常的に確認し、交通に支障を及ぼさないよう対応
補修等 ： 道路施設や構造物の健全性を確認し、機能を回復及び強化

維 持 補 修 等

巡回 清掃 橋梁点検 橋梁補修

除草 剪定 舗装補修 トンネル補修

除雪 設備点検 耐震補強 法面・斜面の防災対策
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道路の管理体制

■国道（国管理）を管理する維持出張所等は全国に２７２あり 平均管理延長は約８２ｋｍ■国道（国管理）を管理する維持出張所等は全国に２７２あり、平均管理延長は約８２ｋｍ
■地震や大雨の際の緊急点検も維持出張所等において実施

10地方整備局等 89事務所等 272出張所等

国土交通本省 全１０開発建設部

全１２事務所

北海道開発局

東北地方整備局

全３４事務所

全４１出張所

全１２事務所

全６事務所

関東地方整備局

北陸地方整備局

全４６出張所

全１７出張所

全１０事務所

全６事務所

全１１事務所

中部地方整備局

北陸地方整備局

近畿地方整備局

全２７出張所

全 出張所

全３１出張所全１１事務所

全９事務所

全 事務

近畿地方整備局

中国地方整備局

方整備

全３１出張所

全２５出張所

全

全１１事務所

全６事務所

九州地方整備局

四国地方整備局

全３２出張所

全１５出張所

全２事務所沖縄総合事務局 全４出張所

※平成24年4月1日現在
※改築事務所及び改築出張所を除く
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行政刷新会議の経緯

■平成21年11月12日 行政刷新会議 事業仕分け■平成21年11月12日 行政刷新会議 事業仕分け

・評価結果：予算要求の縮減（１０～２０％）

○とりまとめコメント
本事業については 発注 入札方法の見直し 公益法人の問題 管理水準 基準の見直しをし かりと行うべき本事業については、発注・入札方法の見直し、公益法人の問題、管理水準・基準の見直しをしっかりと行うべき。

当ワーキングとしては、これにより、少なくとも１０～２０％程度の予算要求の縮減を行うことを結論とする。

■平成22年6月3日 行政事業レビュー「公開プロセス」 「道路事業（直轄・維持管理）」

・評価結果：抜本的改善

○とりまとめコメント

公益法人については抜本的な見直しを行い、一者応札についても、目標年次、ベンチマークも含めて競争性の改善公益法人については抜本的な見直しを行い、 者応札についても、目標年次、 ンチマ クも含めて競争性の改善
に しっかりと取り組みたい。

総合評価方式のさらなる見直しとコスト縮減を行う。維持管理基準については、類型化しながら、一方で地域の事情
にも相応するような形での設定を行うこととしたい。これらを踏まえて、抜本的改善とさせて頂きたい。

■平成23年11月22日 行政刷新会議 提言型政策仕分け 「中長期的な公共事業の在り方）」

・提言（とりまとめ）：既存ストックの維持管理・更新については、民間資金の一層の活用を図るとともに、
重点化や長寿命化を図りつつ、見通しを立てた計画的な更新を行うべき。

■平成24年6月15日 行政事業レビュー「公開プロセス」 「道路事業（直轄・維持管理）」

・評価結果：一部改善

○とりまとめコメント
維持管理費用の将来推計を適切に行い、データの開示等に取り組むべき。
一者応札について更なる改善を行い、競争性向上にしっかりと取り組むべき。
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維持管理費及び管理延長の推移

成 年度 維持管理費は前年度比約 削減■平成２２年度の維持管理費は前年度比約１２％削減
■管理延長は、新規供用に伴い、毎年２００ｋｍ程度増加

事業費 管理延長

35,0002,500

維持 修繕 管理延長
事業費
（億円）

管理延長
（ｋｍ）

2,362

25 000

30,000
2,000

,

2,089
2,158 2,158

21,797 21,990 22,151 22,362

20,000

25,000

1,500

10 000

15,0001,000

5,000

10,000
500

00
H21当初 H22当初 H23当初 H24当初
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維持管理基準の策定
■平成２２年度から設定した維持管理基準について、維持管理状況及び地域からの意見等を踏まえ、平成２３年

【Ｈ２１まで】 【Ｈ２２以降】
１ 巡回

度から、特に課題の大きい除草、除雪の基準を見直し。
■引き続き、基準を運用しつつ、データの蓄積・分析を行い、必要に応じて見直し。

２．清掃
路面清掃 ▶年間０～８６回 （H20実績） ※1
※1 福岡市天神地区（3.8km）でポイント的に138回

１．巡回
▶ 原則 １日に１回 ▶原則 ２日に１回

▶原則 年間 １２回（三大都市内）
年間 ６回（ＤＩＤ地区内）

「除草」に係る基準の見直し（Ｈ２２→Ｈ２３）

課題：生長速度等が地域で異なり、一律の
数値基準（Ｈ２２）では地域の実情に対応出
来ない実施している例あり。

歩道清掃 ▶年間０～２０回 （H20実績） ※２

※2 ＪＲ新宿駅、渋谷駅周辺でポイント的に 75回実
施している例あり。

除草

年間 １回（その他）

▶原則 年間１回

▶落葉対策を除き、原則実施しない

来ない。

Ｈ２３は基準の見直しにより、現地の繁
茂状況等に応じ、除草すべき箇所を抽

３．除草
▶年間１～３回 （H20実績）

則
【H23】以下の繁茂状況を目安として、除草す

べき箇所を抽出した上で実施
・建築限界内の通行の安全確保ができな

い場合
・運転者から歩行者や交通安全施設等の

出した上で、適切な除草を実施

意見・要望は、０．８倍に減少

４．剪定
▶ 年間に１回～３年間に１回 （H20実績）

・運転者から歩行者や交通安全施設等の
視認性が確保できない場合

▶高木・中低木：原則 ３年間１回
寄植：原則 年間１回

【H24】樹種による生長速度の違いや樹種の

約8,200
約6,8008,000 

10,000 

意見・要望件数の推移（除草）（件）

約1 6倍

約0.8倍

５．除雪
除雪 ▶ ５～１０cmの降雪量で実施

【H24】樹種による生長速度の違いや樹種の
配置等を踏まえ、適切な頻度を設定

▶ 原則、 ５～１０cmの降雪量で実施
【H23】５～１０cmの降雪量を目安に実施

大雪時もしくは大雪が予想される場合、

約5,000

,

0

2,000 

4,000 

6,000 

約1.6倍

約1.4倍

凍結防止剤の散布 ▶統一した基準なし

大雪時もしくは大雪が予想される場合、
早期の除雪に出動すること等により、適時
適切な除雪作業を実施する

▶標準的な散布量を統一
【H23】標準的な散布量の目安を統一

0 

H21 H22 H23

※各年4月～12月の件数
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コスト縮減の事例

■厳しい予算制約の中 コスト縮減のため様々な工夫を実施している

■交通安全上の支障のある区間などを除き、防雪柵の存置

・冬季期間（１２月から３月まで）を除き防雪柵を撤去していたが、交通安全上の支障のある区間などを除き防雪柵を存
置する と ト縮減を図る

■厳しい予算制約の中、コスト縮減のため様々な工夫を実施している

置することでコスト縮減を図る。

■通行支障箇所のみの部分的な除草
・道路法面全面を対象に実施していた除草について 通行支障箇所のみに限定してコスト縮減を図る道路法面全面を対象に実施していた除草について、通行支障箇所のみに限定してコスト縮減を図る。

部分除草

全面除草

斜面全体を除草 通行支障箇所のみ除草 9



■巡回により異常を発見し 応急復旧等速やかな対応を要した事象の７割以上は「落下物」

維持管理基準の見直し（検討中案）：巡回（１）

■巡回により異常を発見し、応急復旧等速やかな対応を要した事象の７割以上は「落下物」。
道路の異常に起因する事故も、「落下物・路上障害物」を要因とするものが最多。

■穴ぼこ・段差等の車道部の路面損傷・変状は、巡回により発見される異常事象の６％であるもの
の、事故の要因となる可能性（リスク）が高い。

車道部

路面損傷・変状

車道部<縁石等> 0.9%

車道部<路面> 1.0%

車道部<その他> 0.1%その他 0.7%

の、事故の要因となる可能性（リスク）が高い。

(件／年)
(H20～H22年度平均)

5.8%
車道部 その他 0 %

歩道 2.7%
法面 0.3%

排水施設 2.6%

防護柵等 1.5%
標識 0.7%
照明 0.6% 視線誘導標 1.7%

その他安全施設 0.3%

5.7

3 34.0

5.0

6.0

橋梁 0.1%
隧道・洞門 0.5%
擁壁 0.1%

歩道橋・地下道 1.1%

工事 0.4%

街路樹

3.3

1.0

1.7

1.0 1.0
1.32.0

3.0

街路樹 1.8%
占用物件 2.1%落下物

75.0%

1.0

0.3

1.0

0.3

1.0

0.3

0.0

1.0

落
下
物

穴
ぼ
こ
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図１ 巡回により発見される異常事象の割合
＜関東地整管内、対象物別、H22年度＞

> >

図２ 道路の異常に起因する事故の件数
＜関東地整管内、H20～H22年度平均＞
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維持管理基準の見直し（検討中案）：巡回（２）

■効果的に路面の損傷及び変状 落下物を発見し 補修等の対応により安全を確保するための巡

頻度 算定

■効果的に路面の損傷及び変状、落下物を発見し、補修等の対応により安全を確保するための巡
回頻度を交通量に応じて設定

○関東地整管内のデータでの検討状況

路面損傷・変状・落下物発生数
と交通量の関係

○頻度の算定

3万台以上

●平均管理延長（53.5km）あたりの路面損傷等発見数
と交通量との関係

○関東地整管内のデ タでの検討状況

検討案
件

1回／1日

1～3万台

1回／2日

０．３３件／日 → １回／３日
０．３３～０．５件／日 → １回／２日
０．５件／日以上 → １回／１日

0.50件/日

0.33件/日

1万台
未満

1回／3日

現場体制、巡回延長等を踏まえ頻度を設定

検討案：日平均交通量
件 未満 交通量 台 回

《参考》 高速道路会社の基準
・巡 回

▶ １日に３回（5,000台/日未満）～ １日に１４回（110,000台/日以上）
・日常点検

0.33件/日未満 ⇔ 交通量＜1.0万台/日 → 1回/3日
0.33～0.50件/日 ⇔ 1.0≦交通量＜3.0万台/日 → 1回/2日
0.50件/日以上 ⇔ 3.0万台/日≦交通量 → 1回/1日

▶ 3.5日間隔（25,000台/日未満）～2.0日間隔（80,000台/日以上）

※（ ）は平均交通量、NEXCO東日本から聞き取り
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維持管理基準の見直し（検討中案）：路面清掃

■データの蓄積に伴い 塵埃発生量に応じた路面清掃頻度の設定が可能

○頻度の算定

■デ タの蓄積に伴い、塵埃発生量に応じた路面清掃頻度の設定が可能
■二輪車の転倒事故確率の調査結果から塵埃の定量値を作業基準値として設定

清掃回数
管理基準による清掃回数 ∑回数×延長＝204回・km

蓄積した塵埃回収量データを用いて、
一定の回収量に対し１回の清掃を実施

○頻度の算定

10回

12回

14回
管理基準による清掃回数 ∑回数×延長 204回 km

検討案
０ ２ 3／ｋ 程度

12回
3.14m3/km

DID
6回

DID
6回

DID
6回

DID
6回

4回

6回

8回

０．２ｍ3／ｋｍ程度
（10kmで4tダンプ1台分の塵埃回収量）

一定の区間毎に清掃回数・時期を設定

0.42m3/km
山地

1回
0.33m3/km

1.06m3/km1.58m3/km1.06m3/km
山地

1回
0.15m3/km

山地

1回
0.15m3/km

山地

1回
0.26m3/km

山地

1回
0.16m3/km

0回

2回

0.000kp～4.000kp ～14.200kp ～16.00kp ～17.436kp ～20.000kp ～22.980kp ～37.800kp ～48.780kp ～62.900kp ～74.550kp

回収量で見直し

《参考》 高速道路会社の基準
・路面清掃 14回

16回

18回

清掃回数
0.2m3/km当たりの清掃回数 ∑回数×延長＝182回・km

▶ 路線・区間毎の道路特性や過去のゴミの発生量、季節
変動等を勘案し、実施

・標準的な作業回数
路面清掃 ： 年間１８回

16回
3.14m3/km

6回

8回

10回

12回

※NEXCO東日本から聞き取り

12
2回

0.42m3/km
2回

0.33m3/km

5回
1.06m3/km

8回
1.58m3/km

5回
1.06m3/km

1回
0.15m3/km

1回
0.15m3/km

1回
0.26m3/km

1回
0.16m3/km

0回

2回

4回

0.000kp～4.000kp ～14.200kp ～16.00kp ～17.436kp ～20.000kp ～22.980kp ～37.800kp ～48.780kp ～62.900kp ～74.550kp



道路が担う様々なサービス・基準：緊急輸送道路

■地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路ネットワークを確保する■地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信頼性の高い道路ネットワ クを確保する
ため、緊急輸送道路等における橋梁の耐震対策を重点的に推進。
・「落橋・倒壊の恐れ」のある橋梁の耐震補強を実施。
・広域応援部隊等が移動するための県庁所在地間を結ぶ重要な道路については、段差等により広域応援部隊等が移動するための県庁所在地間を結ぶ重要な道路については、段差等により

一時通行不能となる「損傷の恐れ」のある橋梁の耐震補強を実施。

○緊急輸送道路とは

○緊急輸送道路にある橋梁における耐震対策実施状況（平成２２年度末）

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動の
ために、緊急車両の通行を確保すべき重要な道路

道路全体延長 緊急輸送道路延長

約１２０万km 約９万km

○緊急輸送道路にある橋梁における耐震対策実施状況（平成２２年度末）

緊急輸送道路全体（約5.5万橋）

広域応援部隊が
その他の

落橋防止工 落橋防止工 落橋防止工 落橋防止工落橋防止工 落橋防止工 落橋防止工 落橋防止工

広域 援部隊
移動するための

重要な道路
(高速道路・直轄国道)

その他の
緊急輸送道路

（自治体管理道路）

損傷のおそれ
約12％ 約11％

対策例：落橋防止装置

繊維材巻立て
（段落し部）

繊維材巻立て
（段落し部）

繊維材巻立て
（段落し部）

繊維材巻立て
（段落し部）

損傷のおそれ
（約6,400橋） （約6,200橋）

うち、落橋・倒
壊のおそれ

約0％
約3％

（約1,400橋）

約77％

（段落し部）

繊維材巻立て
（段落し部）

（段落し部）

繊維材巻立て
（段落し部）

ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的剥離

対策済・対策不要
約77％

（約42,000橋）
対策例：鋼板巻立て
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■平成１８年６月 国際競争力強化のため 国際海上コンテナ車（４０ｆｔ背高コンテナ）が積み替えなく通行

道路が担う様々なサービス・基準：国際物流基幹ネットワーク

●国際物流対応の道路ネットワークの整備●国際物流対応の道路ネットワークの整備

■平成１８年６月、国際競争力強化のため、国際海上コンテナ車（４０ｆｔ背高コンテナ）が積み替えなく通行
できる幹線道路ネットワークを選定

14



■道路交通情報をユーザーに適切に提供する

道路が担う様々なサービス・基準：道路交通情報

■道路交通情報をユ ザ に適切に提供する

○道路交通情報をカーナビ画面を通じてドライバーに提供

○ＶＩＣＳ対応車載機は 約3367万台出荷（2012 3月末）

○車両からのプローブ情報を収集することにより、よりき
め細やかな高精度な道路交通情報の把握・提供が可能。

○ＶＩＣＳ対応車載機は、約3367万台出荷（2012,3月末）

○ＶＩＣＳにより、ＣＯ２排出量を2012年度に年間250万

ｔ削減し京都議定書目標達成に貢献

道路交通情報提供

道路・交通の管理

プ ブ情 個 自

事故多発地点でカ ブ先などの見えない渋滞を注意喚起

※プローブ情報：個々の自動車
が実際に 走行した位置や走行
速度などの情報。

事故多発地点でカーブ先などの見えない渋滞を注意喚起
★★首都高速では２％の延長の箇所で全体の２割の事故が発生首都高速では２％の延長の箇所で全体の２割の事故が発生

★★そのような事故ワースト箇所で追突事故等をそのような事故ワースト箇所で追突事故等を６割削減。６割削減。

雪や霧などの天候やトンネル内の渋滞も画像でお知らせ

15



■全国 律の基準により占用物件を地下に埋設している

道路が担う様々なサービス・基準：ライフライン

場所 深さ

■全国一律の基準により占用物件を地下に埋設している

道路法施行令 道路法施行令 通達

電線の頂部と路面との距離が、保安
上又は道路に関する工事の実施上
の支障のない場合を除き、車道に

（車道）
・電線の頂部と路面との距離は、舗装厚に0.3mを加えた値（0.6m以下としな
い）

電線

イ 一般工作物等の種類
又は構造からみて、路
面をしばしば掘削し、又

場 、
あっては0.8m、歩道（歩道を有しない
道路にあっては、路面の幅員の３分
の２に相当する路面の中央部以外
の部分）にあっては0.6mを超えてい
ること。

（歩道）
・路面と電線の頂部との距離は0.5m以下としない
・切り下げて0.5m以下となるときは、あらかじめ十分な強度の管路等を使用す
る場合を除き、所要の防護措置を講じる

は他の占用物件と錯そ
うするおそれのない場所
であること。

ロ 保安上又は工事実施
上の支障のない限り、

水管・

ガス管

水管又はガス管の本線の頂部と路
面との距離が1.2ｍ（工事実施上やむ
を得ない場合にあっては、0.6ｍ）を
超えていること。

（車道）
・頂部と路面との距離は、舗装厚に0.3mを加えた値（0.6m以下としない）
（歩道）
・本線：頂部と路面との距離は、舗装厚に0.3mを加えた値（0.6m以下としない）
・本線以外：0 5m以下としない

他の占用物件に接近し
ていること。

ハ 道路の構造又は地上
にある占用物件に支障
のない限り、当該一般

作物等 頂部が地

管 ・本線以外：0.5m以下としない
・切り下げ部で0.5m以下となるときは、あらかじめ十分な強度の管路等を使用
する場合を除き、所要の防護措置を講じる。

下水道管の本線を地下に設ける場
合において、その頂部と路面との距

が 事 施

（車道）
・本線：頂部と路面との距離は、舗装厚に0.3mを加えた値（１ｍ以下としない）

線 舗装 値工作物等の頂部が地面
に接近していること。

下水道管

離が３ｍ（工事実施上やむを得ない
場合にあっては、１ｍ）を超えている
こと。

・本線以外： 舗装厚に0.3mを加えた値
（歩道）
・本線：頂部と路面との距離は、舗装厚に0.3mを加えた値（１ｍ以下としない）
・本線以外：0.5m以下としない
・切り下げて0.5m以下となるときは、あらかじめ十分な強度の管路等を使用す
る場合を除き 所要の防護措置を講じるる場合を除き、所要の防護措置を講じる。
また、下水道管に外圧１種ヒューム管を用いる場合には、１ｍ以下としない

16



２．道路構造物の修繕及び更新について２．道路構造物の修繕及び更新について
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道路構造物の長寿命化の事例

■橋梁は適切な維持管理を実施することにより １００年を超えてなお供用中のものも存在

○適切な維持管理により長寿命橋の例○適切な維持管理を怠ったため落橋した例

■橋梁は適切な維持管理を実施することにより、１００年を超えてなお供用中のものも存在

無名橋 （香川・徳島県境）
２００７年落橋 （架設１９５２年～約５４年経過時）

出島橋 （長崎県長崎市）
１９１０（明治４３）年架設 （約１０２年経過）

アイアンブリッジ （英国）
１７７９年架設 （約２３３年経過）

マイアナス橋 （米国コネチカット州）
１９８３年落橋（架設１９５８年～約２５年経過時）

18



道路構造物のストック量

■橋梁 トンネル 土工などの道路構造物は高度成長期前後に多く建設されている

橋梁
（２m以上）

■橋梁、トンネル、土工などの道路構造物は高度成長期前後に多く建設されている

道路管理者別ごとの施設数
14,000 

建設年度別施設数（橋）道路管理者別の施設数

（２m以上）
高速道路

会社

2%

国

4%
都道府県

19%

橋梁：699354

8,000 

10,000 

12,000 

橋梁

政令市

7%
市区町村

68%

橋梁：699354

橋

2,000 

4,000 

6,000 約699,000
橋

0 

～1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

高速道路会社 国 都道府県 政令市 市区町村

1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

ストックピラミッド平均年齢：28.6年 平均年齢：34.9年

6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 8000 10000

ストックピラミッド平均年齢：37.8年 平均年齢：34.5年

（年）

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

6000 4000 000 0 000 4000 6000 8000 0000

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

（橋） （橋）（橋） （橋）

（年）
（年）

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

※精査中 19

16

12

8

4

0

高速道路会社 国

16

12

8

4

0

都道府県・政令市 市区町村



道路構造物のストック量

トンネル
高速道路

会社市区町村

道路管理者別ごとの施設数

300 

350 

建設年度別施設数（本）道路管理者別の施設数

15%

国
13%政令市

3%

23%

トンネル：

10305本

100

150 

200 

250 

トンネル
約10,300

本

都道府県

46%
0 

50 

100 

～1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

高速道路会社 国 都道府県 政令市 市区町村
（年）

高速道路会社 国 都道府県 政令市 市区町村

120 100 80 60 40 20 0 20 40 60

92

88

84

ストックピラミッド平均年齢：21.8年 平均年齢：31.5年
200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300

92

88

84

ストックピラミッド平均年齢：31.5年 平均年齢：46年

（本） （本）
（年）

（年）

（本） （本）

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

（年）

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

※精査中
20

0

高速道路会社 国
0

都道府県・政令市 市区町村



舗装

道路構造物のストック量

建設年度別施設数

高速道路

会社

3%
国

10%

道路管理者別ごとの施設数舗装

100 

120 

140 

建設年度別施設数
（km2）道路管理者別の施設数

都道府県

19%
市区町村

46%
舗装：3075km

２

40 

60 

80 

舗装
約3,100
km2

政令市

22%
0 

20 

1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

高速道路会社 国 都道府県 政令市 市区町村 （年）

10 5 0 5 10 15 20 25 30 35

60

57

54

51

ストックピラミッド平均年齢：26.3年 平均年齢：44年
60 40 20 0 20 40 60 80

60

57

54

51

ストックピラミッド平均年齢：31.4年 平均年齢：32.4年

（km2） （km2）（km2） （km2）
（年）（年）

48

45

42

39

36

33

30

27

24

48

45

42

39

36

33

30

27

2424

21

18

15

12

9

6

3

0

高速道路会社 国

24

21

18

15

12

9

6

3

0

都道府県 政令市 市区町村

※1952年以降のデータによる
※供用当初の舗装施工面積

※精査中 21

高速道路会社 国 都道府県・政令市 市区町村



道路橋の予防保全（１）

■高度成長期に集中して建設された道路ストックの高齢化が急速に進展高度成長期 集中 建設さ 道路 ック 高齢 急速 進展
■国道（国管理）の橋梁では、５年に１回の点検を行い、その結果に基づく長期修繕計画を策定し、

早期に損傷を補修する予防保全による長寿命化を進めている

【全国の道路橋の内訳】 【５年に１回の点検に基づく長寿命化の取組み】

5%
7%

高速道路会社
約8,500橋 国道（国管理）

約11,100橋

都道府県・政令市管理国道

【全国の道路橋の内訳】 【５年に１回の点検に基づく長寿命化の取組み】

平成１６年度から、５年に１回の定期的な点検結果に基づき、対策
の要否を診断、橋梁毎に今後の補修等の計画を策定、必要な予
算を 確保した上で、予防的な修繕等を実施

7%

9%

58%

全橋梁
約157,000橋

都道府県・政令市管理国道
約13,300橋

都道府県道市町村道
（Ｈ２２．４現在、

５年に１回の点検による健全度の把握
対策の要否を診断

21%
58% 都道府県道

約33,700橋
市町村道
約90,800橋

橋長１５m以上）

長寿命化修繕計画の策定繰
り
返
し

現在

(2011)

10年後

(2021)

20年後

(2031)

【国道（国管理）の建設後５０年以上経過橋梁の割合】
50年経過橋梁
(約4,500橋)

予算の確保

し

16%
42%

63
%

50年経過橋梁

50年経過橋梁
(約11,500橋)

予防的な修繕等の実施

全体約２７，０００橋について

63%

50年経過橋梁
(約17,000橋)

全体約２７，０００橋 （Ｈ２３．４時点、橋長２m以上、上下分離している場合は２橋カウント）

◆１巡目点検：新設橋梁を除き、全て実施
◆２巡目点検：Ｈ２３年度までに約１６，０００橋実施

全体約 ， 橋に いて
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道路橋の予防保全（２）

■損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う事後保全から 損傷が軽微なうちに補修を行う予防■損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う事後保全から、損傷が軽微なうちに補修を行う予防
保全に転換し、道路ストックの長寿命化によって、更新投資を抑制

コンクリートのひびわれが深刻 コンクリートの修繕

事後保全
大規模な修繕

損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施
橋の架け替えのサイクルも短い（平均60年）

転換
例：床版の打換え 例：部材の取替えひび割れが深刻なため床版を打ち換え

橋の架け替えのサイクルも短い（平均60年）

転換

予防保全 点検により、コンクリートに
軽微なひびわれを発見

下面に炭素繊維を接着すること
によりひびわれの進行を抑制

軽微な補修

例：ひび割れの補修 例：塗装の塗替えきちんと点検し、損傷が深刻化する前に修繕を実施
炭素繊維を下面に接着することによりひび割れの進行を抑制 例：ひび割れの補修 例：塗装の塗替え検 、損傷 深 す 前 修繕 実施

橋の架け替えのサイクルも長くなる（平均100年）
炭素繊維を下面に接着することによりひび割れの進行を抑制
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橋梁の点検結果

■国道（国管理）の全橋梁の点検の結果 補修が必要な橋梁は約３割

うち建設から 年経過 た橋梁道（ 管 ） 全橋梁 点検結果

■国道（国管理）の全橋梁の点検の結果、補修が必要な橋梁は約３割
■建設から６０年経過した橋梁のみでも補修が必要な橋梁は約４割

２． １．のうち建設から６０年経過した橋梁の
点検結果（約１，２００橋：全体の約５％）

１． 国道（国管理）の全橋梁の点検結果
（平成２２年度までの点検結果）

単位：橋 単位：橋

判定
区分

判定の内容 結果

1,200
(4.4%)

15,200
(56.3%)

Ａ 損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない

状況に応じて補修を行う必要があるＢ

判定
区分

判定の内容 結果

30
(2.5%)

600
(50.0%)

損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない

Ｂ 状況に応じて補修を行う必要がある

Ａ

(56.3%)

1,800
(6.7%)

400
(1.5%)

7,900

詳細調査の必要があるＳ

Ｃ 速やかに補修等を行う必要がある

Ｍ 維持工事で対応する必要がある

(50.0%)

70
(5.8%)

10
(0.8%)

500
Ｃ 速やかに補修等を行う必要がある

Ｓ 詳細調査の必要がある

Ｍ 維持工事で対応する必要がある

(29.3%)

40
(0.1%)

約27,000計

Ｃ 速やかに補修等を行う必要がある

橋梁構造の安全性の観点等から、緊急対応の必要があるＥ

(41.7%)

0
(0.0%)

約1,200

Ｃ 速やかに補修等を行う必要がある

Ｅ 橋梁構造の安全性の観点等から、緊急対応の必要がある

計

３． 平成２３年度において、老朽化による更新事業を実施している橋梁

５橋（ ンクリ ト橋 ４橋 鋼橋 １橋）５橋（コンクリート橋：４橋、鋼橋：１橋）

※平均供用年数：７２年間（５８～８８年間）
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維持修繕・更新費の比較（試算）

■損傷が軽微なうちに補修を行う予防保全によって、長寿命化とコストの縮減及び平準化が可能

35

○鋼橋（Ｌ＝１５０ｍ、５径間連続橋）における修繕・更新のイメージ

【①補修を実施 な 場合】

累積補修費（億円）

■損傷が軽微なうちに補修を行う予防保全によって、長寿命化とコストの縮減及び平準化が可能

20

25

30

35
【①補修を実施しない場合】

トータルコスト：約３１億円 橋梁更新

5

10

15

経 年数

※減価償却資産の耐用年数等に
関する省令（Ｓ４０．３．３１財務省
令第１５号）において、鋼橋の耐用
年数は４５年とされている。

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

経過年数
（年）

累積補修費（億円）

25

30

35
【②予防保全を実施する場合】

トータルコスト：約８億円

累積補修費（億円）

床版防水
伸縮装置交換

床版防水
伸縮装置交換

（１５年毎）

10

15

20

塗装塗替（１０年毎）

コンクリ ト床版

伸縮装置交換
（１５年毎）

0

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

コンクリート床版
ひび割れ注入 （３５年毎）

経過年数
（年）
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国道（国管理）での維持修繕・更新費の試算（１）

■国道（国管理）の橋梁（約２ ７万橋）の諸元 点検結果を基に劣化を予測するため 対象とする■国道（国管理）の橋梁（約２．７万橋）の諸元、点検結果を基に劣化を予測するため、対象とする
部材、損傷を種類分け

○ 部材の種類

・鋼橋（主桁、床版） ・支承（鋼製、ゴム製）鋼 鋼製 製

・コンクリート（主桁、床版） ・伸縮装置

・下部工（鋼製、コンクリート製） ・高欄、地覆

○ 損傷の種類

・鋼部材：防食機能の劣化、腐食、き裂

・コンクリート桁：ひびわれ、剥離・鉄筋露出

・コンクリート床版：床版ひびわれ 剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰・コンクリート床版：床版ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰

・コンクリート下部工：ひびわれ

・支承、伸縮装置、高欄、地覆、床版防水：定期交換、定期補修装 覆
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国道（国管理）での維持修繕・更新費の試算（２）

■部材毎の損傷程度と劣化曲線、予防保全のタイミングから、修繕費を試算（鋼桁橋の主桁の例）

評価
防食機能 劣 塗装

鋼桁橋の主桁の点検結果の例

■部材毎の損傷程度と劣化曲線、予防保全のタイミングから、修繕費を試算（鋼桁橋の主桁の例）

評価 腐食

１

２

損傷程度

評価
区分

防食機能の劣化 （塗装）

a 損傷なし

b ―

評価
区分

腐食

損傷の深さ 損傷の面積

a 損傷なし

b 小 小

２

４

３

c 最外層の防食皮膜に変色を生じたり、局所的な
うきが生じている。

d 部分的に防食皮膜が剥離し、下塗りが露出する。

e 防食皮膜の劣化範囲が広く、点錆が発生する

c 小 大

d 大 小

e 大 大 ７

６

５

部材毎の点検結果（ ）を損傷程度（数値）に換算

出典：橋梁定期点検要領（案）（平成16年3月 国土交通省 国道・防災課）

７
最新点検年 経過年数

劣化曲線のイメージ

１

損傷程度

損傷程度 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

防食機能の劣化 a c d e

部材毎の点検結果（a～e）を損傷程度（数値）に換算 １

２
予防保全の
タイミング

予防保全 予防保全 予防保全損傷の種類

腐食 a b c d e

４

３

タイ ング

経過年数
予防
保全

予防
保全

維持管理のイメージ
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国道（国管理）での維持修繕・更新費の試算（３）

■国道（国管理）の橋梁の将来必要な修繕費及び更新費を、予防保全などを前提に試算

○費用の試算

国道（国管理）の橋梁（約２．７万橋）について、これまでの点検結果から、橋梁の種類と

主桁、床版、橋脚等の部材毎に損傷の程度を予測し、損傷が軽微な段階で補修する予
修繕費（橋梁関係）

の試算
桁、床版、橋脚等 部材毎 損傷 程度を予測 、損傷 軽微な段階 補修する予

防保全を実施すると仮定した場合

今後５０年間について

の試算

年間 現状規模（７７５億円） ～ 約１,０００億円

更新費の試算

〈仮定条件〉

点検結果のＣ、Ｅ判定の橋梁 （約８，０００橋）を全て更新すると仮定し、そのうち、

建設から６０年経過時に更新

①主桁部材の損傷程度が大と判定された橋梁（約２，０００橋）

②その他の橋梁（約６，０００橋）

今後５０年間の更新費のピーク：約１ ５００億円（約４５年後）

建設から８０年経過時に更新

②その他の橋梁（約６，０００橋）

今後５０年間の更新費のピ ク：約１，５００億円（約４５年後）
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地方公共団体管理橋梁の通行規制等状況（H24.4現在）

■平成23年4月時点で 地方公共団体が管理する橋長15m以上の橋梁で■平成23年4月時点で、地方公共団体が管理する橋長15m以上の橋梁で
通行止め 172橋 通行規制 1,129橋

■今般とりまとめた平成24年4月時点の状況では■今般とりまとめた平成24年4月時点の状況では
通行止め 217橋 通行規制 1,161橋 となっている。

＜H23.4月時点＞ ＜H24.4月時点＞＜H23.4月時点＞ ＜H24.4月時点＞

うち都道府県
管理道路

（政令市含む）

うち市区町村
管理道路

うち都道府県
管理道路

（政令市含む）

うち市区町村
管理道路

橋梁数 橋梁数
（政令市含む）

通行止め
２１６ ２０ １９６

１７２ １８ １５４

（政令市含む）

通行止め
３２６ ９ ３１７

２１７ ７ ２１０

通行規制
１，６５８ １７４ １，４８４

１，１２９ １５２ ９７７
通行規制

１，６８６ １８２ １，５０４

１，１６１ １５６１，００５

合 計
１，８７４ １９４ １，６８０

１，３０１ １７０１，１３１
合 計

２，０１２ １９１ １，８２１

１，３７８ １６３１，２１５
※通行規制には 損傷・劣化による規制の他 古い設計等による重量規制等も含む
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※上段；橋長２ｍ以上の橋梁数 下段；橋長１５ｍ以上の橋梁数

※通行規制には、損傷・劣化による規制の他、古い設計等による重量規制等も含む

※岩手・宮城・福島の一部市町村はH22.4時点データ



地方公共団体での長寿命化の取り組み（１）

■地方公共団体における橋梁点検の実施や長寿命化修繕計画の策定については 市区町村に■地方公共団体における橋梁点検の実施や長寿命化修繕計画の策定については、市区町村に
おける取り組みが遅れている状況

◆橋梁点検の実施状況 ◆長寿命化修繕計画の策定状況

90%

96% 98%
99%

89%

83%

93%
90%

100%

87%
94%

98%

80%

90%

100%

81%

55%

73%
71%

83%

60%

70%

80%

57%

69%

60%

70%

80%

55%

41%

51%

30%

40%

50%

57%

51%

42%

53%

40%

50%

16%

27%

0%

10%

20% 26%

13%

27%

11%

24%

10%

20%

30%

0%
H20.4.1
現在

H21.4.1
現在

H22.4.1
現在

H23.4.1
現在

H24.4.1
現在

1% 4%

11%

0%

10%

H20.4.1
現在

H21.4.1
現在

H22.4.1
現在

H23.4.1
現在

H24.4.1
現在

都道府県・政令市

※橋梁１５ｍ以上の橋梁を対象
※点検率＝ 過去5年に点検を実施した橋梁数／管理橋梁数
※計画策定率 ＝ 計画策定橋梁数／管理橋梁数
※岩手県陸前高田市他14市町村は調査実施困難なためH22.4時点の数値

凡例 市区町村

合計
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地方公共団体での長寿命化の取り組み（２）

長寿命化修繕計画策定率※（策定率=計画策定橋梁数/管理橋梁数）長寿命化修繕計画策定率※（策定率=計画策定橋梁数/管理橋梁数）

90%

100%
平均98％

70%
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50%

60%
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平均51％

30%

40%
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0%

東北ブロック

(平均99%)

(平均56%)

関東ブロック

(平均99%)

(平均44%)

北海道
(98%)

(24%)

北陸ブロック

(平均98%)

(平均63%)

中部ブロック

(平均98%)

(平均45%)

近畿ブロック

(平均93%)

(平均44%)

中国ブロック

(平均99%)

(平均69%)

四国ブロック

(平均99%)

(平均64%)

九州ブロック

(平均98%)

(平均56%)

沖縄
(100%)

(71%)(平均 ) (平均44%)( ) (平均63%) (平均45%) (平均44%) (平均69%) (平均64%) (平均56%) ( %)

出典：H24 国土交通省調べ

31



道路橋の長寿命化に係る財政支援（１）

■点検要領の策定・改定、長寿命化修繕計画の策定など、橋梁の予防保全の推進に向けて、国道（国
管理）のみならず、地方道も対象として、予算補助制度などにより点検、計画策定、補修工事を支援

＜橋梁の点検・補修と地方管理道路の予算的な支援＞

管理）のみならず、地方道も対象として、予算補助制度などにより点検、計画策定、補修工事を支援

S63～
橋梁点検要領（案）

H16～
・橋梁定期点検要領（案） 5年に1回の点検

○国道
（国管理） 10年に1回の点検

・橋梁定期点検要領（案） 5年に1回の点検

点検

H20～
橋梁点検に要する

H22～
社会資本整備総合交付

（国管理）

○地方管理道路 橋梁点検に要する
費用の補助

社会資本整備総合交付
金等により実施

○地方管理道路

H19～

計画

H19～ H22～

H19
長寿命化修繕計画を策定、計画的な補修を実施○国道（国管理）

長寿命化修繕
計画策定費補助

○地方管理道路 社会資本整備総合交付
金等により実施

※工事：橋梁補修、架替えについては、点検、計画策定費補助創設以前より補助を実施
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道路橋の長寿命化に係る財政支援（２）

■橋梁補修関係に特化した社会資本総合整備計画の策定を推進し、当該整備計画に対して社会資本整備総合■橋梁補修関係に特化した社会資本総合整備計画の策定を推進し、当該整備計画に対して社会資本整備総合
交付金を重点的に支援した結果、橋梁補修事業の交付申請額が約５倍に増加しています。

■橋梁補修関係に特化した整備計画数及び交付申請額

①Ｈ２３ ②Ｈ２４ ②／①

整備計画数※１ 8 27 3.4

交付申請市町村数 145 517 3.6
※１ 橋梁補修関係に特化した整備計画数
※２ H23分は橋梁補修関係に特化した整備計画における交付決定額を集計（H23年度末時点）
※３ H24分は橋梁補修関係に特化した整備計画に対する交付申請額を集計（H24.7末時点）

■整備計画策定事例（佐賀県）

交付申請額（国費：億円） 15※２ 75※３ 5.0
今後、H24.9地方議会の承認を経て交付申請予定の事業は含まれていない
また、橋梁補修事業は橋梁補修関係に特化した整備計画以外の整備計画の中でも実施している。

＜計画の名称＞

計画的な橋りょう補修により信頼性の高い地域道路ネット

ワークが構築された安全安心の地域づくり

＜計画の目標＞

要修繕橋梁※1に対する修繕実施済橋梁の割合を平成28
年度までに29.6%とする （市）申川内線〔申川内橋〕

さるがわち

主桁の損傷状況(鉄筋露出) 下部工の損傷状況(ひびわれ)

要修繕橋梁※1 修繕実施済橋梁

H24当初 H26末時点 H28末時点

706橋 9橋 119橋 209橋

＜計画策定主体＞ 佐賀市、多久市、有田町、江北町、太良町

＜計画期間・総事業費＞ 平成24年度～平成28年度（5年間）

〔総事業費：18 4億円〕

33

100% 1.6% 16.9% 29.6%
※1 要修繕橋梁：橋梁長寿命化修繕計画※2に位置付けられた、今後10年間（H34まで）で

修繕が必要な橋梁
※2 計画策定主体の2市3町の2m以上の橋梁（佐賀市は15m以上の橋梁）982橋は全て

橋梁長寿命化修繕計画を策定済

〔総事業費：18.4億円〕

＜要素事業＞ 橋梁補修203橋

＜平成24年度配分額（国費）（案）＞ 1.6億円



３．入札契約における取り組みについて３．入札契約における取り組みについて
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入札契約の手続き

■国土交通省発注の工事･業務においては 個々の工事･業務毎に 規模 内容 求める技術提案■国土交通省発注の工事 業務においては、個々の工事 業務毎に、規模、内容、求める技術提案
の程度等に応じて、発注方式・参加条件を設定するとともに、これに応じた参加者の中から、価格
と品質（技術力）を適正に評価し、最も優れた者を契約の相手方として選定することとしている。

入札･契約から施工･完了までの流れ

入札・契約 施工・完了
（年度当初）

発

注 監検

工
事･発

注

技術提案の
提出・評価

（業務のみ）

特

定

競
争 契

（工事のみ）

技術提案の
提出 評価

注

公

告･ 入
札

監検･

業
務
成
績

注
計
画
の
作

（プロポーザル） 定参
加
資
格

契

提出・評価
（総合評価）

公

示

札(
価
格)

督査績
評
定

（価格競争）

作
成

格
確
認

約

技術提案

技術評価項目【総合評価落札方式(工事)の評価方法】

◆技術提案者（入札参加者）の中から評価値
が最大の者を契約の相手方として決定する

評価値 ＝
技術評価点

入札価格

技術提案

工事の施工能力

地域精通度・地域貢献度

が最大の者を契約の相手方として決定する。
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入札契約における取り組み（１）

■平成２３年度の公益法人の 者応札の割合は５４％（Ｈ２１：６１％）に減少■平成２３年度の公益法人の一者応札の割合は５４％（Ｈ２１：６１％）に減少

■平成２３年度から、公物管理補助業務（道路許認可審査・適正化指導業務等）で、市場化テスト
（公共サービス改革法に基づく民間競争入札）を導入

契約件数及び契約額

平成２３年度平成２１年度

契約件数 契約額 契約件数 契約額

10,541件 2,553億円 9,066件 1,914億円

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
道路事業（直轄・維持管理）

6,074件 2,383億円 4,906件 1,764億円

(57.6%) (93.3%) (54.1%) (92.2%)

728件 113億円 562件 87億円

うち　民間企業

うち　公益法人

公益法人との契約件数及び契約額

平成 年度 平成 年度

(6.9%) (4.4%) (6.2%) (4.5%)

  平成２１年度    平成２３年度

契約件数 728件 447件 (61.4%) 562件 305件 (54.3%)

うち　１者応札うち　１者応札

契約額 113億円 65億円 (57.8%) 87億円 42億円 (48.3%)
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入札契約の取り組み（２） （市場化テスト）

■市場化テストの概要（道路関係）■市場化テストの概要（道路関係）

・入札参加資格条件の緩和〔類似業務に２業務を追加〕

・公物管理補助業務については、複数年度〔２箇年〕の契約期間を原則

対象とした行政補助業務（道路関係）

公物管理補助業務の例（道路許認可審査・適正化指導業務）

■業務の目的

道路法に基づく各種申請書類の審査・指導、道路の不正使用、不法占用の指導取締り、境界確認申請審査・現地立会い
等の補助

承認工事審査基準（案）に基づき審査を行う内容

■業務の内容

①各種申請書類の審査・指導及び施行状況確認の補助

・道路法第２４条（道路工事施行承認）

承認工事審査基準（案）に基づき審査を行う内容
〔抜粋〕

○車道乗入口
・乗入口の幅員、舗装構成、等
・諸施設（トンネル、バス停等）との離隔

・道路法第２４条（道路工事施行承認）

例）自動車乗り入れのための歩道切り下げ工事 等

・道路法第３２条（道路の占用の許可）

例）電柱、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設 等

・歩道の安全対策
・境界部の側溝蓋の構造対応、等

○法面埋立、切取
・施工高、縦横断勾配、盛土材料、排水計画
・道路への影響が無いこと、等

②道路の不正使用、不法占用に係る指導取締りの補助

・歩道上の不法占用物件、放置自転車等についての状況の把握・指導状況の記録

③境界明示、確定に係る立会い、審査等の補助

歩道と 地 境 地 地権者と 地立会 を行 境 を確認

道路 の影響が無いこと、等

・歩道と民地の境界について、地元地権者と現地立会いを行い、境界を確認

④道路台帳及びその他道路管理上必要な図面類の点検、修正等の補助
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入札契約における取り組み（３）
■道路許認可審査・適正化指導業務について、入札説明書を取得したのに入札に参加しなかった

参加しなかった理由

（１）経営的判断による理由 （２）競争参加資格要件による理由

業者に対し、アンケートを実施 （アンケート回収企業数：１２８社）

（ ）経営的判断 る 由

５５社（４３％）

５４社（４２％）

参加しても受注の見込みがな
いと判断した

社の専門分野・得意分野と異

４１社（３２％）
管理技術者に求められる
業務実績の要件が厳しかった

５４社（４２％）

社の専門分野 得意分野と異
なる内容の業務であった

適当な技術者を保有していない
３２社（２５％）

企業に求められる業務実績の
要件が厳しかった

0 20 40 60 80 100
４４社（３４％） 不慣れな業務であり、業務を確実に履行

できるかリスクがある

（３）その他（契約方式 業務内容 評価基準など）

回答数（社）リスクの内容

・同種業務の受託経験が無く、業務実施体制の確保、採算性の
問題等のリスクが大きいと判断

３１社（２４％） 必要な技術者を集めるには時間が足りない

（３）その他（契約方式、業務内容、評価基準など）

（主な意見）

・新規参入は、すでに業務を実施している他社とでは総合
評価において大きな差があると思われ、新規参入しにく
い環境にあると感じている

問題等のリスクが大きいと判断
・関係法令に関する知識・理解度が高くないこと

・不慣れな業務のため、業務内容に伴う技術者の配置人数、及
び履行体制が把握できなかった。

２４社（１９％）

社（ ）

仮に受注できたとしても、次年度に受注できない
リスクがあり、人材の計画的な育成・配置が困難

発注ロット（一業務当たりの規模）が大きすぎ

い環境にあると感じている

・評価基準において、管理技術者の実績に関する同種と
類似実績の評価値の差が大きい。

・類似業務のハードルは極端に低いが、同種業務のハー
ドルは高いと感じた

担当技術者に資格や実務経験が求められているため

0 20 40 60 80 100

２２社（１７％） 発注ロット（一業務当たりの規模）が大きすぎ、
必要な人員体制を確保するのは困難

回答数（社）

・担当技術者に資格や実務経験が求められているため、
人員 配置が厳しかった。
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入札契約における取り組み（４）

■良好な品質を確保するため アスファルト舗装の長期保証型工事を導入■良好な品質を確保するため、アスファルト舗装の長期保証型工事を導入
（アスファルト舗装の表層寿命を３割延ばすことを想定）

アスファルト舗装の断面の例

基層

表層

アスファルト

表層
（5cm）

上層路盤

下層路盤 採石

舗装
（75cm）

下層路盤 採石

１．導入経緯
・平成２１年度から東北地整にて試行工事を実施
・平成２４年度以降は、全国の新設アスファルト工事において原則実施

２．保証概要
・保証期間：新設のアスファルト舗装（密粒系）を対象に保証期間を５年間
・保証内容：①わだち掘れ量１３ ０ｍｍ以下保証内容：①わだち掘れ量１３．０ｍｍ以下

②ひび割れ率２０％未満
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